
①添付書類チェックリスト ②添付書類チェックリスト

・新規、更新登録（指定工事店指定申請） ・異動に関する届出

下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規･更新)　（様式第１号） 　　　下水道排水設備指定工事店異動届　（様式第９号）

レ

法人の場合は、 及び　登記事項証明書

　・責任技術者証の写し 法人の場合は、 及び　登記事項証明書

下水道排水設備指定工事店証（様式第６号）

個人の場合は、申請者の住民票の写し

（営業所が住民票記載の住所以外の場合は、それを証明する書類）

営業所の平面図（縦横延長記入）　及び　写真並びに付近見取図（様式第２号）

代表者の住民票の写し

誓約書兼承諾書（指定工事店指定申請用）（様式第５号）

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類

更新の場合は、下水道排水設備指定工事店証（様式第６号） 専属する責任技術者名簿（様式第３号）

・注意 大治町下水道排水設備工事責任技術者証の写し

1 各種証明書は発行後３ヶ月以内のものを添付すること。  指定工事店との雇用関係を確認できるものとして、次の各号のいずれか一つ　

2 この色以外のものは、全て原本とすること。（コピー不可） 　・組合健保又は政府管掌健保の被保険者証(国民健康保険証を除く。)の写し

また、指定工事店登録と責任技術者登録で添付書類を兼ねることはできない。 　・雇用保険被保険者資格収得確認通知書及び保険料領収書の写し

3 指定工事店の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から４年経過後の 　・従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

最初に到達する３月３１日まで。 ・注意

1 各種証明書は発行後３ヶ月以内のものを添付すること。

2 この色以外のものは、全て原本とすること。（コピー不可）

また、指定工事店登録と責任技術者登録で添付書類を兼ねることはできない。

納税証明書(住民税　及び　固定資産税)

誓約書兼承諾書（工事店指定申請用）（様式第５号）

設備及び器具を有していることを証する書類(様式第４号)

設備　及び　器具の写真

専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

　・雇用保険被保険者資格収得確認通知書及び保険料領収書の写し

　・従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

　・組合健保又は政府管掌健保の被保険者証(国民健康保険証を除く。)の写し

 指定工事店との雇用関係を確認できるものとして、次の各号のいずれか一つ　

専属する責任技術者名簿(様式第３号)
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定款（原本証明印あり）

営業所の平面図（縦横延長記入）　及び　写真並びに付近見取図(様式第２号)

定款（原本証明印あり）

申請者（法人の場合は代表者）が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

者でないことを証する書類

市町村で発行される身分（身元）証明書

申請者（法人の場合は代表者）の住民票の写し、経歴書及び身分証明書等


